
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目1番11号 （052）204-2411本所

〒492-8223 稲沢市奥田井之下町3番地 （0587）58-5800西部支所

〒448-0813 刈谷市小垣江町泥障16番地10 （0566）45-5613中部支所

〒442-0811 豊川市馬場町宮脇165番地 （0533）84-7300東部支所

〒441-3415 田原市神戸町大坪9 （0531）24-1789田原出張所



















加入申込書への「加入申込チェック」、「加入申込年月日の記入」は、こ
の書面の受領記録を兼ねています。





基礎の土が流出した場合の被害は？

大雨の影響で土が流出する被害が発生した場合、
流出した土は補償してもらえますか。
流出した土を戻す工事は、補償の対象となりません。
ただし、部材自体に被害がある場合、被害を受けた部材
については補償の対象となります。


